
（別紙１） 

防災庁舎における災害対応に関する案内動画の制作について 

 

＜動画制作の仕様＞ 

(1) 動画は 10 分程度の長さとすること。 

(2) 制作した動画は記録媒体により納入すること。 

(3) 次の内容を入れること。 

・本県における過去の災害、今後想定される災害 

・情報の収集と関係機関の連携が必要 

・防災庁舎の機能と役割 

耐震性・耐浸水性、ヘリポート、関係部局を集約、災害応急対策活動の場

の確保（政府現地対策本部執務室、関係機関執務室（４F））、ライフライ

ンの確保 

・災害対策本部の組織と役割 

・総合対策部の組織と役割 

・総合対策部室の機能（災害対策用オペレーションシステムを含む。） 

・平時の体制（災害監視室） 

・県民の安全、安心が目的 

(4) 制作した動画は、防災庁舎の見学用に使用する。 

(5) 納品期限は、令和４年 10 月上旬とする。 

(6) 詳細は、別途協議の上、決定する。 


